
安全法令ダイジェスト 改訂第 6 版　 

ポケット版・テキスト版 2015 年８月４日第２刷　訂正箇所
※第３刷より反映させていただきます。

■お詫びと訂正
本書の掲載内容に下記の修正（法改正に伴う修正を含みます）がございました。読者の皆様
及び関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

Ｐ１１８　新設　ロープ高所作業（のり面保護工事作業等）の危険の防止
「ロープ高所作業」での危険防止のため労働安全衛生規則が改正され、平成２８年１月１日施
行されます。
「ロープ高所作業（のり面保護工事作業等）の危険の防止」として新規に追加し、以下の項目
について解説を掲載しております。
・ライフラインの設置〈安衛則 539 条の 2〉
・メインロープの強度保持等〈安衛則 539 条の 3〉
・調査・記録〈安衛則 539 条の 4〉
・作業計画の作成・周知〈安衛則 539 条の 5〉
・作業指揮者〈安衛則 539 条の６〉
・安全帯の使用〈安衛則 539 条の 7〉
・保護帽の着用〈安衛則 539 条の 8〉
・作業開始前点検〈安衛則 539 条の 9〉
・特別教育〈安衛則 36 条〉

Ｐ１１８→ P１２６
Ｐ１１８にあった「COLUMN ②基本的な法令用語①」を P １２６に移動。

Ｐ１２６→ P１３６
Ｐ１２６にあった「COLUMN ③基本的な法令用語②」を P １３６に移動。

Ｐ１２８　中段　地山の掘削作業主任者　職務内容の右隣に以下の文言を追加
●ガイドライン

「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン（平 27・6・29 基安安発 0629 第
1 号）」、「斜面の点検者に対する安全教育実施要項（平 27・6・29 基安安発 0629 第 4 号）」
にも留意。

Ｐ１３６→ P２６８
Ｐ１３６にあった「COLUMN ④気象の定義について」を「COLUMN ⑩気象の定義について」
に変更し P ２６８に移動。　



Ｐ１４４
【訂正前】COLUMN ⑤
【訂正後】COLUMN ④

Ｐ１５４
【訂正前】COLUMN ⑥
【訂正後】COLUMN ⑤

Ｐ１７２
【訂正前】COLUMN ⑦
【訂正後】COLUMN ⑥

Ｐ１７６
【訂正前】COLUMN ⑧
【訂正後】COLUMN ⑦

Ｐ２１０
【訂正前】COLUMN ⑨
【訂正後】COLUMN ⑧

Ｐ２３３　下段に「ロープ高所作業」を追加

Ｐ２５２
【訂正前】COLUMN ⑩
【訂正後】COLUMN ⑨

Ｐ２６８～　→　Ｐ２６９～
COLUMN ⑩が P ２６８に挿入されたため、Ｐ２６８以降の用語の索引は１ページずつ後ろ
に移動。
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資
料
編

事業者に 
よる指名 
・選任等 

配置する 
担当者・有資格者 作業内容（適用範囲） 

ボーリングマシンの運転者 

車両系建設機械以外の基礎工事用機械の運転者 

軌道装置の動力車の運転者 
（動力車でレールにより人又は荷を運搬 
する装置の運転〔巻上げ装置を除く〕） 

小型ボイラーの取扱い作業 

産業用ロボットの教示、検査等作業者 

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転 

動力を用いて、原木を運搬する機械集材装置の運転 

胸高直径70cm以上の立木の伐木、 
かかり木でかかっている木の胸高直径 
20cm以上のものの処理等の作業 

チェーンソーを用いて行う立木の伐木又は 
かかり木の処理又は造材の作業 

一つの荷の重さが100kg以上のものの 
荷台等への積卸し作業 

くい打機、くい抜機、ボーリングマシンの運転の合図 

くい打機、くい抜機、ボーリングマシンの 
組立等の作業 

ガス溶接 
作業主任者 

ガス溶接作業者 

作業指揮者 

合図者 

作業指揮者 

運転者 

作業者 

運転者 

作業者 

アーク溶接作業者 

電気主任技術者 

電気工事士 

取扱者 

作業指揮者 

監視人 

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接 
装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は 
加熱の業務の作業 

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の 
溶接、溶断等の作業 

アーク溶接、溶断等の作業 

自家用電気工作物の工事、保安業務 

電気工事を行う作業 

停電作業又は高圧、特別高圧の電路の 
活線、活線近接作業 

架空電線等接近の工作物の建設、解体の 
作業、くい打（抜）機、移動式クレーン等を 
使用する作業 

特別高圧活線近接作業 

停電作業を行う場合の作業 

安衛則36条10号の3

安衛則36条9号の2

安衛則36条13号 

安衛則36条14号 

安衛則36条31、32号 

安衛則36条10号の4

安衛則36条7号 

安衛則36条8号 

安衛則36条8号の2

安衛則420条 

安衛則189条 

安衛則190条 

安衛令6条2号 
安衛則314条 

安衛令20条10号 

安衛則36条3号 

電事法43条 

電工法3条 

充電電路又はその支持物の敷設の点検、修理、 
充電部分が露出した開閉器の操作等の作業 安衛則36条4号 

安衛則350条 

安衛則349条 

安衛則339条 

安衛則345条 

準拠条項 
必要な資格 

免許 技能 講習 
特別 
教育 

工
種 

そ
の
他
の
機
械 

溶
接
作
業 

電
気
工
事 

■作業に必要な資格等⑤

資格の必要な作業を行うときは免許証や資格証を携帯すること〈安衛法61条3項〉

安衛則36条40号 

作業指揮者 

作業者 

安衛則539条の6

ロ
ー
プ

高
所
作
業

高さ２ｍ以上で作業床設置が困難な所で、
ブランコ等の昇降器具で身体を保持しつつ
行う作業


